
磐田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則新旧対照表 

現行 改正案 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第５条 略 第５条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定め

るサービス提供責任者（平成24年厚生労働省告示第118号）に定める者で

あって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければ

ならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障が

ない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所（磐田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める規則＿＿＿（平成25年磐田市規則第40号。以下「指定地

域密着型サービス基準等規則」という。）第６条第１項に規定する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜

間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準等規則第47条第１

項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。）に従事

することができる。 

 

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定め

るサービス提供責任者（平成24年厚生労働省告示第118号）に定める者で

あって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければ

ならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障が

ない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所（磐田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例施行規則（平成25年磐田市規則第40号。以下「指定地

域密着型サービス基準等規則」という。）第６条第１項に規定する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜

間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準等規則第47条第１

項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。）に従事

することができる。 

 

（管理者） （管理者） 

第６条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所

ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該訪

問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事

業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

第６条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所

ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪

問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は＿＿＿＿＿＿他の事

業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 略 第８条 略 

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申

出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第４項に定

めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申

出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第４項に定

めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書



現行 改正案 

に記載すべき重要事項を電子情報処理組織（送信者の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、受信者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、指定訪問介護相当サービス事業者は、当該文

書を交付したものとみなす。 

に記載すべき重要事項を電子情報処理組織（送信者の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、受信者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、指定訪問介護相当サービス事業者は、当該文

書を交付したものとみなす。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿をもって調製するファイルに

情報の内容を記録したものを交付する方法 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第80条第１項に

おいて同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに

情報の内容を記録したものを交付する方法 

３～５ 略 

 

３～５ 略 

 

（掲示） （掲示） 

第29条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所

の見やすい場所に、第25条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制

その他の利用申込者の訪問介護相当サービスの選択に資すると認められる

重要事項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を掲示しなけ

ればならない。 

第29条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所

の見やすい場所に、第25条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制

その他の利用申込者の訪問介護相当サービスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書

面を当該訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、重要事項＿＿＿＿＿を記載した書

面を当該訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

（追加） 

 

３ 指定訪問介護相当サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。 

 

（記録等の整備） （記録等の整備） 



現行 改正案 

第37条 略 第37条 略 

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サー

ビスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サー

ビスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第18条第２項に規定する＿提供した具体的な訪問介護相当サービス

の内容等の記録 

(２) 第18条第２項の規定による提供した具体的な訪問介護相当サービス

の内容等の記録 

（追加） (３) 第39条第１項第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第22条に規定する＿市への通知に係る記録 (４) 第22条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 第33条第２項に規定する＿苦情の内容等の記録 (５) 第33条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

(５) 第35条第２項に規定する＿事故の状況及び講じた措置の記録 

 

(６) 第35条第２項の規定による事故の状況及び講じた措置の記録 

 

（訪問介護相当サービスの具体的取扱方針） （訪問介護相当サービスの具体的取扱方針） 

第39条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

第39条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

（追加） (８) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

（追加） (９) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。 

(８) 略 (10) 略 

(９) 略 (11) 略 

(10) 略 (12) 略 

(11) 略 (13) 略 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する訪問介護相 ２ 前項第１号から第12号までの規定は、同項第13号に規定する訪問介護相



現行 改正案 

当サービス計画の変更について準用する。 

 

当サービス計画の変更について準用する。 

 

（管理者） （管理者） 

第43条 指定通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所

ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、通所介護相当サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該通

所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事

業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

第43条 指定通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所

ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通

所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は＿＿＿＿＿＿他の事

業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

（記録等の整備） （記録等の整備） 

第52条 略 第52条 略 

２ 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サー

ビスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

２ 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サー

ビスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 次条において準用する第18条第２項に規定する＿提供した具体的な

通所介護相当サービスの内容等の記録 

(２) 次条において準用する第18条第２項の規定による提供した具体的な

通所介護相当サービスの内容等の記録 

（追加） (３) 第55条第１項第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第22条に規定する＿市への通知に係る記録 (４) 次条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第33条第２項に規定する＿苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第33条第２項の規定による苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第35条第２項に規定する＿事故の状況及び講

じた措置の記録 

 

(６) 次条において準用する第35条第２項の規定による事故の状況及び講

じた措置の記録 

 

（通所介護相当サービスの基本取扱方針） （通所介護相当サービスの基本取扱方針） 

第54条 略 第54条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 指定通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当 ３ 指定通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当



現行 改正案 

たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上 

等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心

身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自

立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするもので

あることを常に意識して通所介護相当サービスの提供に当たらなければな

らない。 

たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔
くう

機能の向上

等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心

身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自

立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするもので

あることを常に意識して通所介護相当サービスの提供に当たらなければな

らない。 

４・５ 略 

 

４・５ 略 

 

（通所介護相当サービスの具体的取扱方針） （通所介護相当サービスの具体的取扱方針） 

第55条 通所介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

第55条 通所介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

（追加） (８) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

（追加） (９) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。 

(８) 略 (10) 略 

(９) 略 (11) 略 

(10) 略 (12) 略 

(11) 略 (13) 略 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する通所介護相

当サービス計画の変更について準用する。 

 

２ 前項第１号から第12号までの規定は、同項第13号に規定する通所介護相

当サービス計画の変更について準用する。 

 

（管理者） （管理者） 

第60条 指定訪問型サービスＡ事業者は、訪問型サービスＡ事業所ごとに、

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型

第60条 指定訪問型サービスＡ事業者は、訪問型サービスＡ事業所ごとに、

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型



現行 改正案 

サービスＡ事業所の管理に支障がない場合は、当該訪問型サービスＡ事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従

事することができる。 

サービスＡ事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスＡ事業

所の他の職務に従事し、又は＿＿＿＿＿＿他の事業所、施設等の職務に従

事することができる。 

２ 略 

 

２ 略 

 

（記録等の整備） （記録等の整備） 

第65条 略 第65条 略 

２ 指定訪問型サービスＡ事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提

供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

２ 指定訪問型サービスＡ事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提

供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 次条において準用する第18条第２項に規定する＿提供した具体的な

訪問型サービスＡの内容等の記録 

(２) 次条において準用する第18条第２項の規定による提供した具体的な

訪問型サービスＡの内容等の記録 

（追加） (３) 第68条第１項第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第22条に規定する＿市への通知に係る記録 (４) 次条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第33条第２項に規定する＿苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第33条第２項の規定による苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第35条第２項に規定する＿事故の状況及び講

じた措置の記録 

 

(６) 次条において準用する第35条第２項の規定による事故の状況及び講

じた措置の記録 

 

（訪問型サービスＡの具体的取扱方針） （訪問型サービスＡの具体的取扱方針） 

第68条 家事援助ヘルパー等の行う訪問型サービスＡの方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

第68条 家事援助ヘルパー等の行う訪問型サービスＡの方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

（追加） (８) 訪問型サービスＡの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

（追加） (９) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
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利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。 

(８) 略 (10) 略 

(９) 略 (11) 略 

(10) 略 (12) 略 

(11) 略 (13) 略 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する訪問型サー

ビスＡ計画の変更について準用する。 

 

２ 前項第１号から第12号までの規定は、同項第13号に規定する訪問型サー

ビスＡ計画の変更について準用する。 

 

（管理者） （管理者） 

第72条 指定通所型サービスＡ事業者は、通所型サービスＡ事業所ごとに、

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型

サービスＡ事業所の管理に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

 

第72条 指定通所型サービスＡ事業者は、通所型サービスＡ事業所ごとに、

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型

サービスＡ事業所の管理上支障がない場合は、＿＿＿＿＿＿他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

 

（記録等の整備） （記録等の整備） 

第75条 略 第75条 略 

２ 指定通所型サービスＡ事業者は、利用者に対する通所型サービスＡの提

供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

２ 指定通所型サービスＡ事業者は、利用者に対する通所型サービスＡの提

供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 次条において準用する第18条第２項に規定する＿提供した具体的な

通所型サービスＡの内容等の記録 

(２) 次条において準用する第18条第２項の規定による提供した具体的な

通所型サービスＡの内容等の記録 

（追加） (３) 第78条第１項第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第22条に規定する＿市への通知に係る記録 (４) 次条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第33条第２項に規定する＿苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第33条第２項の規定による苦情の内容等の記

録 

(５) 次条において準用する第35条第２項に規定する＿事故の状況及び講 (６) 次条において準用する第35条第２項の規定による事故の状況及び講
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じた措置の記録 

 

じた措置の記録 

 

（通所型サービスＡの具体的取扱方針） （通所型サービスＡの具体的取扱方針） 

第78条 通所型サービスＡの方針は、次に掲げるところによるものとする。 第78条 通所型サービスＡの方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

（追加） (７) 通所型サービスＡの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

（追加） (８) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。 

(７) 略 (９) 略 

(８) 略 (10) 略 

(９) 略 (11) 略 

(10) 略 (12) 略 

２ 前項第１号から第９号までの規定は、同項第10号に規定する通所型サー

ビスＡ計画の変更について準用する。 

 

２ 前項第１号から第11号までの規定は、同項第12号に規定する通所型サー

ビスＡ計画の変更について準用する。 

 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第80条 指定事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この規則の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの

（第11条第１項（第53条において準用する場合を含む。）及び第62条（第

76条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

第80条 指定事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この規則の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの

（第11条第１項（第53条において準用する場合を含む。）及び第62条（第

76条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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いう。）により行うことができる。 ＿＿＿＿により行うことができる。 

２ 略 

 

２ 略 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この規則の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第２９条第３項（第５３条、第６６条及び第７６条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「掲載しなければ」とあるのは、「掲載するよう努めなければ」とする。 

 


